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１ 都市計画区域マスタープランの概要 

（１） 役割 

都市計画区域マスタープラン（都市計画区域の整備，開発及び保全の方針）は，都市計画区域

全域を対象として，都道府県が一市町村を超える見地から，区域区分をはじめとした都市計画の

基本的な方針を定めるものです。 

都市計画区域マスタープランの役割は，住民に都市の将来像を示すとともに，個々の都市計画

が将来像実現のために，どのような役割を果たすかを示すことです。これらの役割を具体的に示す

と，以下の３つにまとめられます。事前協議手続きは，市町村にその実施が義務づけられるもので

はなく，市町村が準都市計画区域の案の内容となるべき事項を申し出る際，都市計画の事務処理

を円滑に進めるため，市町村の判断により「必要に応じて任意」に行うものです。 

 

 

 

 

 

（２） 内容 

都市計画区域マスタープランの記載内容は，定める事項及び定めるよう努める事項が都市計画

法第 6 条の 2 に規定されており，以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，法で定められた事項は上記のとおりですが，その具体的な内容については，地方公共団

体が地域の実情に即して，柔軟に定めることができます 

また，都市計画区域において定められる個別の都市計画は，都市計画区域マスタープランに即

して定められるべきことが法律上明記され，都市計画のマスタープランとしての位置付けが明確化

されています。 

 

 

 

 

 

① 住民にわかりやすい都市の将来像の提示 

② 広域根幹的施設および主要な都市機能配置の合意形成の円滑化 

③ 実効性のある都市の整備，開発，保全の推進 

・定める事項 

① 都市計画の目標 

・定めるよう努める事項 

② 区域区分（市街化区域及び市街化調整区域の区分）の決定の有無及び当該区域区

分を定めるときはその方針 

③ 土地利用，都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の

方針 

 

７・１ 都市計画区域マスタープラン 
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７・１ 都市計画区域マスタープラン 

（３） 目標年次 

都市計画区域マスタープランは，その果たすべき役割からすると，長期的な安定が求められま

す。 

また，具体の都市計画は総体として目指すべき都市像を実現しようとするものであり，これに要

する期間等も勘案して，都市計画区域マスタープランにおいては，おおむね 20 年後の都市の姿を

展望したうえで，都市計画の基本的方向を定めることとします。 

ただし，市街化区域のうち，おおむね 10 年以内に市街化を図るべき区域に関連する事項（市街

化区域の規模など）については，おおむね 10 年後の将来予測を行ったうえで定めることとします。 

また，都市施設，市街地開発事業については，優先的におおむね10年以内に整備するものを整

備の目標として示すこととします。 

 

 

 

 

２ 都市計画区域マスタープランの内容 

 

（１）全体構成 

都市計画区域マスタープランの全体構成は以下のとおりです。 

区 分 内 容 

１．広域的な

位置付け 

１）県内における○○市(町)の位置付け 

２）都市計画区域の位置付け 

２．基本的な

考え方 

１）現状と課題 

３．都市計画

の目標（おお

むね20年後） 

１）都市づくりの基本理念 

２）地域毎の市街地像 

 

【区域区分を定める場合】 

４．区域区分

の 決 定 の 有

無 及 び 区 域

区分を定める

際の方針（お

おむね 10 年

後） 

１）区域区分の決定の有無 

・市街地の拡大・縮小の可能性 

・良好な環境を有する市街地の形成 

・緑地等自然的環境の整備又は保全への配慮 

２）区域区分の方針 

・目標年次に市街化区域及び市街化調整区域に配置されるべきおおむねの人口及び

産業の規模 

・目標年次の市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係 

【区域区分を定めない場合】 

４．区域区分

の 決 定 の 有

無 

 

１）区域区分の決定の有無 

・市街地の拡大・縮小の可能性 

・良好な環境を有する市街地の形成 

・緑地等自然的環境の整備又は保全への配慮 

・将来的な展望     → おおむね 20年後 

・市街化区域の想定   → おおむね 10年後 

・都市施設等の整備目標 → おおむね 10年以内 
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７・１ 都市計画区域マスタープラン 

５．主要な都

市計画の決

定の方針 

 

１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 
【区域区分を定める場合】 

① 主要用途の配置の方針 
② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針  
③ 市街地における住宅建設の方針  
④ 特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

ａ 土地の高度利用に関する方針 
ｂ 用途転換，用途純化又は用途の複合化に関する方針 
ｃ 居住環境の改善又は維持に関する方針 
ｄ 都市内の緑地または都市の風致の維持に関する方針 

⑤ その他の土地利用の方針 
ａ 優良な農地との健全な調和に関する方針 
ｂ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 
ｃ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 
ｄ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

【区域区分を定めない場合】 
① 主要用途の配置の方針 
② 土地利用の方針 【必要に応じて以下の項目を選択】 

ａ 土地の高度利用に関する方針 
ｂ 用途転換，用途純化又は用途の複合化に関する方針 
ｃ 居住環境の改善又は維持に関する方針 
ｄ 都市内の緑地または都市の風致の維持に関する方針 

③その他の土地利用の方針 【必要に応じて以下の項目を選択】 
ａ 優良な農地との健全な調和に関する方針 
ｂ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 
ｃ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

ｄ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア 交通体系の整備の方針 

・各交通機関相互の役割分担・連携の考え方 

イ 整備水準の目標（おおむね 20 年後） 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

・道路，鉄道（連立，都市モノレール，新交通システム等），その他の施設のおお 

むねの配置 

ｃ 主要な施設の整備目標 

・優先的におおむね 10 年以内に整備を予定する施設の明示 

②下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

③その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要な市街地開発事業の決定の方針（おおむねの区域，事業の種類） 

② 市街地整備の目標（おおむね 10 年以内に実施予定事業を明示） 
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７・１ 都市計画区域マスタープラン 

４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

② 主要な緑地の配置の方針 

地域特性に応じ，緑地機能を評価し，系統別の大まかな配置の方針 

・環境保全系統，レクリエーション系統，防災系統，景観構成系統 

・環境保全，生態系の保全，地域特有な地形の保全 

③ 実現のための具体の都市計画制度の方針 

④ 主要な緑地の確保目標 

・③に示されたもののうち優先的におおむね 10 年以内に決定予定の緑地保全地域等の

地域地区及び整備することを予定する公園等の公共空地の明示 

 

（２） 都市計画区域のマスタープランの内容 

「１．広域的な位置付け」 

項 目 内 容 必要資料等 

１）県内における

○○市(町)の

位置付け 

県内における市町の位置付け，役割，地理的及び

歴史的な特徴を示す。 

・かごしま未来創造ビジョン 

・広域市町村圏計画 

・市町村総合計画 

・市町村マスタープラン ２ ） 都 市 計 画区

域の位置付け 

当該都市計画区域の位置付け，他区域等との連携

及び産業の特徴を示す。 

 

「２．基本的な考え方」 

項 目 内 容 必要資料等 

１）現状と課題 人口動態，産業動態等の都市の現状及び課題を整

理して示す。 

 

 

「３．都市計画の目標」 

項 目 内 容 必要資料等 

１） 都市づくりの 

基本理念 

「１．広域的な位置付け」及び「２．基本的な考え方」

とともに，鹿児島県都市計画基本方針における「都市

計画の基本目標」などを念頭において，当該都市計画

区域のおおむね 20 年後の将来像，都市づくりの目標

等を基本理念として示す。 

 

・かごしま未来創造ビジョン 

・広域市町村圏計画 

・市町村総合計画 

・市町村マスタープラン 

等 

２） 地域毎の 

市街地像 

都市づくりの基本理念に基づき，都市機能の配置と

それを支える都市構造について地域別に将来像を示

す。 

   例 

  ・中心市街地における高密度の商業地 

  ・都心居住による職住近接型の市街地  等 

・市町村マスタープラン 

等 
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７・１ 都市計画区域マスタープラン 

 

「４．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」 

「４．区域区分の決定の有無」 

項 目 内 容 必要資料等 

１） 区域区分の

決定の有無 

当該都市計画区域における区域区分の決定の有

無について，以下の３つの視点から判断したうえで，

有無及びその判断の根拠を示す。 

１）視点１－市街地の拡大・縮小の可能性 

２）視点２－良好な環境を有する市街地の形成 

３）視点３－緑地等自然的環境の整備又は保全 

への配慮 

・都市計画区域の地形その

他の地理的条件 

・人口の将来推計 

（区域人口，市街地人口） 

・土地利用需要推計 

（住宅系，商業系，工業系） 

・土地利用面積，同図 

・建物新築状況図 

・都市施設整備状況 

・法適用状況 

・自然環境状況 

・大規模プロジェクト状況 等 

２） 区域区分の

方針 

【区域区分を

定める場合の

み】 

① おおむねの人口 

都市計画区域人口及び市街化区域人口を示す。 

② 産業の規模 

工業出荷額，卸小売販売額及び第一次，第二

次，第三次産業の就業人口を示す。 

③ 市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化し

ている区域との関係 

 

 

「５． 主要な都市計画の決定の方針」 

項 目 内 容 必要資料等 

１） 土地利用に

関する主要な

都市計画の決

定の方針 

【区域区分を

定める場合】 

① 主要用途の配置の方針 

主要用途の配置は，具体的には，地域毎の市街地像

を受けた将来の都市機能配置の考え方に基づき，住宅

地，商業・業務地，工業地，流通業務地の４用途及びそ

の他当該都市に配置すべき用途毎に配置方針を設定す

る。 

・市町村マスタープラン 

等 

② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

主要用途の配置の方針で示した用途毎に密度区分を

設け，空間構成のあり方を記述する。 

また，特に高密度の利用を指向する場合には，建築物

の形態，配列等とともに，土地の高度利用を実現するた

めの法制度の想定を行っていく。 

・市町村マスタープラン 

等 

③ 市街地における住宅建設の方針 

当該都市における住宅建設の動向をもとに，住宅マス

タープラン及び住宅建設五カ年計画等に示された住宅建

設の考え方を踏まえ，住宅建設の基本理念，当該都市が

目標とする居住水準，住宅建設の施策，公的施策として

取り組むべき施策等を示していく。 

また，この際，地域毎の市街地像に基づき，住宅市街

地毎に住宅建設の方針を設定していく。 

 

 

・住宅マスタープラン 

等 
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７・１ 都市計画区域マスタープラン 

項 目 内 容 必要資料等 

 ④ 特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用

の方針 

ａ 土地の高度利用に関する方針 

土地の高度利用を図るべき地区について，当該

都市及び広域のなかでの位置付けを示し，基盤施

設となる道路，鉄道等の現状と課題ならびに今後の

見通しを明らかにし，土地の高度利用の結果実現す

る市街地像を具体的に示す。 

 

 

・都市再開発方針 

等 

ｂ 用途転換，用途純化又は用途の複合化に関する方

針 

用途転換，用途純化又は用途の複合化を図るべ

き地区としては，次のような区域が想定される。 

●用途転換を図るべき地区 

・ バイパスなど幹線道路への商業・業務施設の進

出により用途転換を図る地区 

・ 工業地，商業地の住宅地化など土地利用変化が

生じており，用途転換を図る地区等 

●用途純化を図るべき地区 

・ 住工混在で居住環境向上のため，工場の移転等

により住居系への用途純化を図る地区等 

●用途複合化を図るべき地区 

・ 地場産業と既存集落の共存できる用途の複合化

を図る地区等 

上記の地区について，用途転換，用途純化又は

用途の複合化を検討するに至った現状の建物立地

とその課題及び今後の見通しを明らかにしたうえで，

望ましい市街地像とあわせて，地区の整備方針を具

体的に示す。 

 

ｃ 居住環境の改善又は維持に関する方針 

居住環境の改善又は維持を図るべき地区につい

て，居住機能の改善又は維持の必要性が浮上して

きた背景となる現状の建物立地とその課題等，今後

の見通しを明らかにしたうえで，望ましい市街地像，

地区の整備方針を都市基盤施設の整備とあわせて

具体的に示す。 

・都市再開発方針 

等 

ｄ 都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

広域緑地計画，緑の基本計画（緑のマスタープラ

ン）に示された緑地又は都市の風致の維持の考え方

を踏まえ，建築等の制限等に関する方針を明らかに

したうえで，望ましい市街地像とあわせて，保全を図

る緑地又は風致の存在を明らかにする。 

・緑の基本計画 

等 

⑤ その他の土地利用の方針 

a 優良な農地との健全な調和に関する方針 

当該都市計画区域において都市的土地利用と農

業的土地利用との健全な調和を図る観点から，農業

振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地

域や，その他の集団的優良農地など保全すべき農

地について示す。 

 

 

 

 

・農業振興地域 

整備計画 

等 
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項 目 内 容 必要資料等 

ｂ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する

方針 

当該都市計画区域において溢水，湛水，がけ崩

れその他の災害の危険が高い地区について，災害

防止の観点から市街化の抑制に関する方針を示

す。 

 

ｃ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

当該都市計画区域において，保全すべき豊かな

自然環境，歴史的・文化的遺産，貴重な動植物等が

存在する区域など自然環境形成の観点から，市街

化を抑制すべき地区を示す。 

・緑の基本計画 

等 

ｄ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

当該都市計画区域において，既存集落や市街化

区域に隣接・近接する区域の生活環境の維持・改善

の観点から，計画的な都市的土地利用を容認する

地区を示す。 

 

１） 土地利用に

関する主要な

都市計画の決

定の方針 

【区域区分を定

めない場合】 

 

① 主要用途の配置の方針 

区域区分の定める場合の記述内容と同様。 

市街地の規模や人口フレームなどの都市構造のあり

方については，この項目に記述するものとする。 

 

・市町村マスタープラン 

等 

② 土地利用の方針【必要に応じて以下の項目を選択】 

ａ 土地の高度利用に関する方針 

区域区分の定める場合の記述内容と同様。 

 

・市町村マスタープラン 

等 

b 用途転換，用途純化又は用途の複合化に関する方

針 

区域区分の定める場合の記述内容と同様。 

また，特定用途制限地域の指定についても勘案。 

c 居住環境の改善又は維持に関する方針 

区域区分の定める場合の記述内容と同様。 

また，特定用途制限地域の指定，白地地域の建築

規制についても勘案する。 

d 都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

区域区分の定める場合の記述内容と同様。 

・緑の基本計画 

等 

② その他の土地利用の方針【必要に応じて以下の項目

を選択】 

ａ 優良な農地との健全な調和に関する方針 

都市的土地利用と農業的土地利用との健全な調和

の観点から保存すべき農地を示す。 

 

 

・農業振興地域整備計画 

等 

b 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に 

関する方針 

区域区分の定める場合の記述内容と同様。 

 

c 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

区域区分を定める場合の記述内容と同様。 

また，特定用途制限地域の指定，用途地域の指定

がない地域の建築規制についても勘案する。 

・緑の基本計画 

等 

d 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

市街地外の地域において，既存集落の生活環境の

整備を行う地区や，良好な田園居住を実現する区域な

どについて，条件付きの都市的土地利用手法が想定

できる地区の方針を示す。 
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７・１ 都市計画区域マスタープラン 

項 目 内 容 必要資料等 

２） 都市施設の

整備に関する

主要な都市計

画の決定の方

針 

 

 

 

 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア 交通体系の整備の方針 

都市計画の目標で示された都市の将来像を実現す

るため，広域レベルの交通機関から地区レベルの交通

機関まで公共交通，自動車，自転車，徒歩等の特性を

最大限生かし，各交通機関相互の役割分担・連携の考

え方を明確にした交通体系のあり方を示す。 

また，都市レベルにおける道路，鉄道，路線バス等

のネットワークをひとつの交通システムとしてとらえ，将

来交通体系の整備の方針を示す。 

 

イ 整備水準の目標 

おおむね 20 年後の将来都市像の実現に向けた交通

体系の整備水準を示す。 

・パーソントリップ調査 

等 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア 道路 

広域的な交通の処理等の交通機能や市街地内の空

間形成の機能等に配慮して，主要な道路のおおむね

の配置を示す。 

具体的には，都市構造を勘案のうえ，それを結ぶ

網，軸あるいは拠点として，自動車専用道路，主要幹

線道路，幹線道路，特殊街路及び主要駅前広場等の

位置付けを示す。 

イ 鉄道 

他の交通機関との連携や都市機能の配置との関

係，市街地開発の方向性に配慮して，主要な鉄道等

のおおむねの配置を示す。 

具体的には，当該都市における鉄道（計画は確定し

ているもの），新駅，新交通システム，連続立体交差，

都市モノレール等について網，軸あるいは拠点として

の位置付けを示す。 

ウ その他 

都市構造を勘案のうえ，大規模な駐車場や自動車タ

ーミナル等，その他の主要な交通施設の位置付けを明

らかにする。 

駐車場においては，駐車場整備計画との関係，自動

車ターミナルは広域流通の中での位置付けについても

示す。 

また，交通管理，環境交通対策等，特筆すべき課題

とそれに対する交通施設をもつ都市は，それらについ

ても示す。 

・市町村マスタープラン 

等 

c 主要な施設の整備目標 

主要な施設の配置の方針に示した交通施設等につ

いて，優先的におおむね 10 年以内に整備することを予

定する施設及び事業を示す。 
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７・１ 都市計画区域マスタープラン 

項 目 内 容 必要資料等 

② 下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア 下水道及び河川の整備の方針 

都市計画の目標で示された都市の将来像を実現

するための下水道及び河川の整備の方針につい

て，都市の安全，環境，衛生，アメニティ等の向上の

観点から，その整備のあり方を示す。 

イ 整備水準の目標 

おおむね20年後の将来都市像の実現に向けた下

水道及び河川の都市計画の整備水準を示す。 

 

 

・下水道事業計画 

・河川整備計画 

等 

b 主要な施設の配置の方針 

ア 下水道 

都市計画の目標および基本方針に基づき，都市

の環境，衛生，アメニティ等の向上の観点を踏まえ

た主要な下水道の処理区域や処理場のおおむねの

区域，整備すべき施設位置等を示す。 

イ 河川 

都市計画の目標及び基本方針に基づき，都市の

安全，環境，アメニティ等の向上の観点を踏まえ，ま

た，流域の土地利用等に配慮して，主要な河川のお

おむねの区域，整備すべき施設位置等を示す。 

 

c 主要な施設の整備目標 

主要な施設の配置の方針において記述した下水

道及び河川のおおむねの区域，整備すべき施設の

うち，優先的におおむね 10 年以内に整備することを

予定する主要な施設を示す。 

 

③ その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

都市計画の目標を踏まえ，都市機能の向上と良

好な生活環境の保持等を図るうえで，必要となる主

要な都市施設について，その施設の種類，機能等の

整備にあたっての基本方針を示す。検討すべき施設

としては，汚物処理場，ごみ焼却場等の供給処理施

設（ほかに水道，電気供給施設，ガス供給施設，地

域冷暖房施設等）のほか，教育・文化施設（義務教

育施設，高校，大学，図書館，博物館，文化会館

等），厚生・福祉施設（病院，保健所，老人ホーム等）

等が考えられる。 

 

b 主要な施設の配置の方針 

整備すべき都市施設毎におおむねの配置を示

す。 

 

c 主要な施設の整備目標 

主要な施設の配置の方針において示した都市施

設のうち，優先的におおむね 10 年以内に整備するこ

とを予定する施設を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

３） 市街地開発 ① 主要な市街地開発事業の決定の方針  
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７・１ 都市計画区域マスタープラン 

項 目 内 容 必要資料等 

事 業 に 関 す

る 主 要 な 都

市 計 画 の 決

定の方針 

 

都市計画の目標や土地利用に関する主要な都市計画

の決定の方針等を踏まえ，当該都市が市街地整備上，抱

えている課題を解消するための市街地整備の考え方を示

す。 

また，それぞれの地域の地域特性に応じて，どのような

方策によって市街地整備を行うのか，整備を行うおおむ

ねの区域と実施する市街地開発事業の種類等を示す。 

② 市街地整備の目標 

主要な市街地開発事業の決定の方針において示した

市街地開発事業のうち，おおむね 10 年以内に実施するこ

とを予定する主要な市街地開発事業を示す。 

 

 

 

４  自然的環境

の整備又は保

全に関する都

市計画の決定

の方針 

① 基本方針 

自然的環境の特徴と現状及びこれらを踏まえた保全お

よび整備の必要性について示し，公園や緑地の確保目標

を示す。 

 

・緑の基本計画 

等 

② 主要な緑地の配置の方針 

ａ 環境保全系統の配置 

都市の骨格となる緑地で，動植物の生息，生育地，

都市気象の緩和等の環境への負荷の軽減等，主とし

て存在機能に着目した緑地の系統について整理する。 

b レクリエーション系統の配置 

日常圏的，週末圏的なレクリエーション活動に対処し

得るような，主として利用機能に着目した緑地の系統

について整理する。 

c 防災系統の配置 

災害の防止あるいは災害発生時の緩衝帯となる緑

地や避難地・避難路として機能するような公園・緑地の

配置等，主として防災機能に着目した緑地の系統につ

いて，地域防災計画等と整合を図りつつ，整理する。 

d 景観構成系統の配置 

市街地を取り込み市街地の背景となる緑地，都市を

代表するような郷土的景観を形成する緑地，シンボル

となるような緑地等，特色ある都市づくりに資する都市

景観を形成する要素となる緑地の系統について整理す

る。 

e その他 

例えば，歴史的環境の保全，生態系の保全，地域に

特有な地形の保全，地域の活性化等の視点も考えら

れる。 

・緑の基本計画 

・市町村マスタープラン 

         等 

③ 実現のための具体の都市計画制度の方針 

配置された都市施設，地域制緑地等について整備

又は保全を実現するために選択する具体の都市計画

制度の方針について示す。 

 

④ 主要な緑地の確保目標 

実現のための具体の都市計画制度の方針のうち，

優先的におおむね 10 年以内に決定することを予定す

る緑地保全地域等の地域地区及び整備することを予

定する公園等の公共空地について示す。 
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７・１ 都市計画区域マスタープラン 

３ 都市計画区域マスタープランの見直しについて 

 

（１） 都市計画区域マスタープラン見直し方針 

１ 基本的な考え方 

⑴ 直近の策定以降，おおむね 20 年を迎える場合，原則として，見直しを行うものとする。 

⑵ 同一市町内に複数の都市計画区域を有する場合，原則として，一体の都市計画区域マスタープ

ランとする。 

⑶都市計画区域マスタープランの見直し内容については，都市づくりの中心的な主体となるべき市町

の意向を尊重する。 

２ 見直し要件 

⑴ 以下の場合は，原則として，見直しを行うものとする。 

（ア）直近の策定以降，おおむね 20 年を迎える場合 

（イ）目標年次が到来した場合 

⑵ 以下の場合は，必要に応じて遅滞なく見直しを行うものとする。 

（ア）上位計画や市町村マスタープラン等の関連する計画が策定，あるいは見直しがなされる場合 

（イ）広域的かつ根幹的な都市施設や大規模プロジェクト等の構想が具体化した場合 

（ウ）都市計画基礎調査の結果等により土地利用の状況等が現都市計画区域マスタープランと異

なる状況と判明した場合 

（エ）設定した人口フレーム等に乖離を起こした場合 

（オ）その他，見直しが必要な状況が発生した場合 

３ 見直しの判断資料について 

見直しを行う時は，事前に都市計画基礎調査を実施する。ただし，既存の客観的・定量的データを

もって見直しの判断が可能な場合には，県との協議の上，当該データを都市の基礎データとして活用

することができるものとする。 

なお，人口等のデータについては直近の国勢調査等を基本とすること。 

４ 見直しにあたっての留意事項 

⑴  見直しを行う時は，関係法令や県の上位計画，鹿児島県都市計画基本方針（平成 31 年３月改

定）を十分踏まえるとともに，地域の実情に応じ，国から示されるガイドライン等にも十分配慮す

るものとする。 

⑵  当該市町の都市づくり方針である総合計画や市町村マスタープラン等と，それぞれの都市計画

区域マスタープランに定める都市づくりの目標等との整合を図るよう留意するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  7-1-12

７・１ 都市計画区域マスタープラン 

 

（２） 都市計画区域マスタープランと市町村マスタープラン及び立地適正化計画の関係 

都市計画区域マスタープランは，一体の都市として整備，開発及び保全すべき区域として定めら

れる都市計画区域全域を対象として，一市町村を超える広域的観点から，区域区分を初めとした

都市計画の基本的な方針を定めるものです。 

 

一方，市町村マスタープラン及び立地適正化計画は，都市計画区域マスタープランに即し，各市

町村の区域を対象として，住民に最も身近な地方公共団体である市町村が，より地域に密着した

見地から，その創意工夫の下に，市町村の定める都市計画の方針を定めるものである。 

 

上記のような趣旨からすると，市町村内においておおむね完結する地域に密着した都市計画に

関する事項については，市町村マスタープラン又は立地適正化計画において定めることが要請さ

れる。一方，都市計画区域マスタープランにおいては，広域的観点から保全すべき緑地の配置や

大規模集客施設の立地等，広域的，根幹的な都市計画に関する事項を定めることが要請される。

なお，自らが決定権限を有していない事項を記載するに当たっては，決定権限を有する者との間で

必要な調整が図られるべきであり，都道府県と市町村の間で意見聴取，案の申出等を行うことを通

じて相互の都市計画上の構想に配慮した調整が図られるべきである。事前協議手続きは，市町村

にその実施が義務づけられるものではなく，市町村が準都市計画区域の案の内容となるべき事項

を申し出る際，都市計画の事務処理を円滑に進めるため，市町村の判断により「必要に応じて任

意」に行うものです。 

 

※ 平成 26 年８月の都市再生特別措置法の改正により，市町村は都市計画の区域に「立地適正化計

画」を定めることができるようになりました。「立地適正化計画」は，都市全体の観点から，居住機能や

福祉・医療・商業等の都市機能の立地，公共交通の充実に関する包括的なマスタープランであり，市

町村マスタープランとみなされます。 

 


